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協議会の概要について 

 

１．協議会の位置付け等 

 

（位置付け） 

○京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり

条例第 25 条に基づく協議会 

 ○障害者差別解消法施行後は、法第 17 条に規定する「障害者差別解消支援地域協議 

会」としての位置付けも兼ねる。 

 

（目的等） 

 ○障害者からの相談を受ける機関その他関係団体による連絡会議 

○各機関への相談内容をはじめとする障害者の権利擁護に関する情報の共 

有を図るとともに、必要に応じ、共生社会推進に関する協議を行う。 

  

２．協議会の構成 

 

区分 委員 

学識経験者 

（３） 

・加藤博史 龍谷大学名誉教授（障害者福祉） 

・武田康晴 華頂短期大学教授（社会福祉） 

・上田達子 同志社大学教授（労働法） 

国の関係機関 

（３） 

・京都法務局 ・京都労働局 

・近畿運輸局（京都運輸支局） 

市町村（３） ・京都市 ・市長会 ・町村会 

事業者・職能団体

（９） 

・京都商工会議所   ・京都府商工会連合会 

・京都経営者協会   ・京都府医師会 

・京都精神科病院協会 ・京都府看護協会 

・京都府高齢・障害者雇用支援協会 

・京都府社会福祉法人経営者協議会 

・京都障害者スポーツ振興会 

当事者団体 

（３） 

・京都府身体障害者団体連合会  

・京都障害児者親の会協議会 

・京都精神保健福祉推進家族会連合会 

府（２） 
・教育庁指導部特別支援教育課 

・健康福祉部障害者支援課 

  事務局：障害者支援課（商工労働観光部、教育委員会等、必要に応じ 

関係部局の協力を得る。） 

 

３．その他 

 ○初回会議を平成２７年１２月１１日(金)に開催 

 ○関係機関が情報共有を図る場として、以後定期的に開催（年１～２回） 

資料１ 
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○京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会 

づくり条例（平成 26 年京都府条例第 20 号）（抄） 

 

 

（京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり推進協

議会） 

第 25 条 府は、共生社会推進施策を効果的かつ円滑に行うため、府、府民、事業者、市

町村等、学識経験を有する者等で構成される京都府障害のある人もない人も共に安心し

ていきいきと暮らしやすい社会づくり推進協議会を組織し、当該協議会が円滑に運営さ

れるよう必要な措置を講じるものとする。 

 

 

○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）（抄） 

 

（障害者差別解消支援地域協議会） 

第 17 条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と

社会参加に関連する分野の事務に従事するもの（以下この項及び次条第二項において「関

係機関」という。）は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とす

る差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消す

るための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消

支援地域協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認め

るときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。(1) 特定非営利

活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特      

定非営利活動法人その他の団体 

(2) 学識経験者 

(3) その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 

 

（協議会の事務等） 

第 18 条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障

害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するた

めの取組に関する協議を行うものとする。 

２・３ 略  

４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 

５ 略 
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  京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり  

  推進協議会設置要綱  

 

 

（趣旨）  

第１条 共生社会（全ての府民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会をいう。以下同じ。）を推進するための施策を

効果的かつ円滑に行うため、京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮ら

しやすい社会づくり条例（平成 26 年京都府条例第 20 号）第 25 条に規定する京都府障害の

ある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり推進協議会（以下「協

議会」という。）を設置する。  

２ 協議会を、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）

第 17 条第１項に規定する障害者差別解消支援地域協議会とする。  

 

（協議事項）  

第２条 協議会の会議においては、次に掲げる事項を協議する。  

 (1) 障害者の権利利益の擁護に関すること。  

 (2) その他共生社会の推進に関すること。  

 

（構成）  

第３条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、知事が必要と認めるときは、

協議会の会議にこれら以外の者を出席させて意見を述べさせることができる。  

 (1) 別紙に掲げる団体・機関等  

 (2) 前号に掲げる団体・機関等のほか、知事が適当と認める者  

 

（会長）  

第４条 協議会に会長を置き、協議会を構成する者（以下「構成員」という。）の互選によ

ってこれを定める。  

２ 会長は、協議会の議事を運営する。  

３ 会長に事故があるときは、構成員の互選によりあらかじめ定めた構成員が、その職務を

代理する。  

 

（招集）  

第５条 協議会の会議は、知事が招集し、会長が議長となる。  

 

（その他）  

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定め

る。  

 

   附 則  

 

 この要綱は、平成 27 年 10 月 26 日から施行する。  

   平成 28 年４月１日一部改正  
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 別紙  

 

法務省京都地方法務局  

厚生労働省京都労働局  

国土交通省近畿運輸局  

 

京都商工会議所  

京都府商工会連合会  

京都経営者協会  

 

一般社団法人京都府身体障害者団体連合会  

京都障害児者親の会協議会  

公益社団法人京都精神保健福祉推進家族会連合会  

 

一般社団法人京都府医師会  

一般社団法人京都精神科病院協会  

公益社団法人京都府看護協会  

京都府高齢・障害者雇用支援協会  

京都府社会福祉法人経営者協議会  

京都障害者スポーツ振興会  

 

京都府市長会  

京都府町村会  

京都市保健福祉局障害保健福祉推進室  

 

京都府教育庁指導部特別支援教育課  

京都府健康福祉部障害者支援課  

 

 

 


